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第１４回 司法支援建築会議建築紛争フォーラム 

「九州における建築紛争の事例」 

～アスベスト訴訟の概要も～ 

福岡地方裁判所第６民事部 島田英一郎 

令和７年９月８日 

１ 福岡地裁第６民事部の紹介（自己紹介を兼ねて） 

２ 建築事件の概観 

・建築事件の定義・福岡地裁における概要・審理の在り方等

・建築事件の例・九州における特徴

３ 「アスベスト訴訟」の概要 

・ 「アスベスト訴訟」の定義・種類・裁判例の概観 

・ 「アスベスト訴訟」の現状 

・ 「九州アスベスト訴訟」の概観
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石綿による健康影響について 
産業医科大学 産業生態科学研究所 
森本泰夫、和泉弘人、友永泰介、西田千夏、東秀憲 

石綿（アスベスト）の吸入は、肺や気道といった呼吸器組織に不可逆的な障害を引き起こ
すことで知られている。特に、線維化や悪性腫瘍といった重篤な疾患の原因となる。本発表
では、石綿にばく露した際の生体反応から病態へ進行するプロセスと、石綿関連疾患の労働
災害認定基準について解説する。 
一般に、粉じんが吸入されると、気道や肺に侵入する。粉じんが侵入したら、そのまま生

体に影響を及ぼすのではなく、生体の除去作用により、粉じんは臓器から排除される。これ
により、生体は粉じんなどの異物から防御して、恒常性を保っているのである。しかし、除
去作用にも限界がある。特に石綿のような繊維状物質は、幾何形状から肺内から除去されに
くく、肺内にとどまる傾向にある。つまり、通常の粉じんと比較して、肺から排除されにく
いので、肺内に沈着し、長くとどまる傾向にある。このように長期的に肺内にとどまること
が、石綿による臓器障害に関与する。 
石綿による臓器障害として、石綿肺と石綿肺がんが挙げられる。石綿肺は、長期間にわた

る石綿の滞留が、肺の防御を担う肺胞上皮細胞に持続的な炎症と損傷を与えることで生じ
る。この損傷を修復する過程で、線維芽細胞が過剰に活性化し、コラーゲン線維が大量に沈
着する。このコラーゲンが過剰に沈着すると、肺の主機能である酸素と二酸化炭素の交換が
できなくなり、生体では酸素が不足し、呼吸不全が進行、最終的には酸素吸入を要する。 
一方、肺がんは、石綿が肺胞上皮細胞に長期間にわたって刺激を与え続けると、慢性的な

炎症状態が生じ、これにより細胞の遺伝子に損傷が蓄積し、やがて細胞のがん化（悪性形質
転換）が引き起こされる。がん化した細胞は、石綿の刺激がなくても自律的に増殖し、周囲
の組織へ浸潤、転移するようになる。 
これらの石綿肺と石綿肺がんは、労働災害の対象疾患であり、生活に支障をきたすと労災

補償が受給される。これらの疾患は、石綿の蓄積量が多くなって発症する病態であり、特に
石綿肺がんに関しては、この高蓄積量が労働災害として認定する条件にも反映されている。 
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第１４回司法支援建築会議建築紛争フォーラム
「アスベストを巡る建築関連紛争の現状と課題

―九州建設アスベスト訴訟を中心に―」

粉じん・アスベストの計測と倫理的課題

株式会社環境管理センター 技術部長

高知大学医学部 客員講師

飯田裕貴子

発表の構成

• アスベスト調査・分析事業者にかかる社会構造
的プレッシャー

• アスベスト調査・分析会社の職員はどう感じて
いるのか

• ECC技術者倫理教育の一部紹介

• 技術者倫理を共有できるネットワークの構築
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㈱環境管理センター
（Environmental Control Center: ECC）

アスベスト輸入量と解体作業

• 徐々に規制が行われ，現在は使用禁止

• 輸入されたアスベストの80%以上は建築材料（約800万トン）に使用

• 今後の主なアスベスト取扱い作業は建築物の解体改修作業
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1930年から2005 年まで

のアスベスト輸入量は

合計 988 万トン2,6)

解体改修作業は，2030年前後には

年間10万棟に及び，2055年ほどま

で続くと予想（国土交通省）7)
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5

2016/9/27 日経産業新聞電子版「高度成長期の
負の遺産アスベスト 処理へ終わらぬ戦い」より

一般環境 1本/L
（「アスベスト漏えい有り」
として改善指導を行う目安の
値。アスベストモニタリング
マニュアル）

労働環境 150本/L（クリソタイル）
（アスベスト取扱い工場，アスベス
ト含有建築物解体改修作業場など）

大気中アスベスト濃度管理の基準

養生

集じん
機

ﾎﾟﾝﾌﾟ
BOX

6

10L/分×240分（120分）
＝2400L（1200L）

大気の採取 顕微鏡の標本作成 顕微鏡の標本観察 顕微鏡の観察視野

総繊維数濃度（本/L)
＝1視野の繊維数(本)×

フィルター面積

100視野，または繊維数が200本になるまで計数

顕微鏡1視野面積
÷採取空気量（L)

1本/Lを超えた場合は電子
顕微鏡法で再分析
（形状分析，成分分析）

アスベスト繊維数濃度（本
/L）

アスベスト繊維数濃度の第一次スクリーニング
総繊維数濃度（本/L）

一般的に、サンプリングから
結果が得られるまで数日必要
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アスベスト調査・分析事業者にかかる
社会構造的プレッシャー

アスベスト調査分析会社からの問題提起

•石綿問題総合対策研究会：リサイクル､建築､歴史､社会
等の各分野の専門家､行政関係者､ NPO等の交流を通じ、
多様な石綿問題の解決に寄与していくことを目指す

•石綿問題総合対策研究会にて、アスベスト調査分析会社
から「大気中アスベスト濃度が管理の目安値を超えてい
ます」と正直に報告すると仕事を切られる等の報告が複
数あり
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建築物のアスベスト除去・解体改修工事の構造

施主（発注者）

建材調査業者

除去業者 大気測定業者解体業者

廃棄物除去業者

行政

低い値を出せ
プレッシャー

元受

早く安くという
プレッシャー

構造的に起こりやすい社会的圧力

• 施主（発注者）を頂点とした、除去解体作業を「早く安く」というプ
レッシャーが存在

• 大気中アスベスト濃度測定の結果から、アスベストが管理の目安値を
超えて飛散していると、解体改修作業を一旦止めて対策をとらないと
いけない（追加費用発生）

• 元受けや除去会社やから大気測定業者に対して「低い測定値をだせ」
というプレッシャーが存在

• 低い測定値を出さないと仕事を切られることあり

• 「オピニオン・ショッピング」（会計監査を受ける企業が、自社に
とって都合の良い監査意見を表明してくれる公認会計士を任命するこ
と）では。放置しておくと、まっとうな測定業者が駆逐される可能性
もある
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アスベスト調査・分析会社の職員は
どう感じているのか

あるアスベスト調査分析
会社の社長の言葉
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ECC技術者倫理教育の一部紹介

ECC技術者倫理の内容

•生活倫理（道徳的模範）と専門職倫理（各分野の
専門職固有の自律的な行動模範）

•技術者の義務と責任

•技術者倫理が求められる場面

•ミスやトラブルを防ぐには

•信頼される技術者であるために
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顧客・社外からの不当な圧力にたいしては

•現場担当者から管理者まで、それぞれの立場で技術に対する正し
い知識を習得し、不凍な圧力に対しては、「なぜ対応することが
できないのか」を説明する能力を持つ

•「顧客の要望に応えること」＝「顧客の言いなりになること」で
はないことを認識する

•これらの圧力がかかった際に対応が取れる体制を組織内に作り、
だれもが困った際に相談できるようになっていることが大切

•企業倫理⇔個人の倫理を超えた組織的・制度的問題（組織運営者
などが判断主体）⇔企業風土

技術者倫理を共有できる
ネットワークの構築
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自社だけが正しい測定値を出した場合
• 調査・分析会社の経営者や職員が正しい測定報告をして
も、正しい測定報告をするのが自社のみでは、他の低い
値を報告する測定会社に乗り換えられてしまうことも

社外ネットワークでの技術者倫理の共有
• 同じ技術者倫理を共有してくれる団体と繋がって、正直
な測定をする団体を増やしていないといけない

•大気中アスベスト濃度測定が適切に行われていない現状
を石綿問題総合対策研究会で共有

•他のアスベスト調査・測定事業者、除去事業者へ問題意
識として波及、多様な関係者間での議論、行動

•日本石綿対策技術協会 設立（2023年6月）

•アスベスト分析ラウンドロビンテスト委員会 設立
（2025年1月）
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一般社団法人日本石綿対策技術協会

一般社団法人日本石綿対策技術協会理事長挨拶より抜粋
• 現在、石綿含有建材の調査を行う会社、協会はたくさん設立され、多くの調査者が

育っています。一方で石綿対策工事において「安全・安心で適切な施工管理」を行う
優良な企業や技術者を育成することを目的とした実務的指導や教育を行う専門機関は
存在しません。

• 2020年の石綿関連法令の改正で解体・改修工事の元請負人の責任がたいへん厳し
くなりました。最も重要な改正点は、元請負人が「事前調査」、「適切な施工管理」
等の最終責任者として罰則も含めて厳格になったところです。今回の法改正で、石綿
対策工事の元請負人は適正で優良な工事を実践し、元請負人や下請負人の安全を確保
し、近隣住民にも安心してもらい、最終的に発注者に信頼してもらえるようになるこ
とが強く求められています。

• しかしながら実際には、適正な石綿対策工事の内容が明確でなく、元請負人の管理
も十分に機能しておらず『安かろう・悪かろう』が横行し、『正直者がバカを見る』
のが現状の姿です。本協会は適正な石綿対策工事を提案するとともに、元請負人とし
て何を管理しなければいけないのかを周知し、「安全・安心で適切な施工管理」が出
来るよう努力していく所存です。
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技術者倫理を共有できる
社外ネットワーク構築によって

•技術者倫理（企業を守る盾、技術者の行動模範、プラ
イド）を守りつつ仕事が継続できる業界にすることを
目指す

ご清聴ありがとうございました
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＝第 14 回 司法支援建築会議建築紛争フォーラム= 

「建築物の解体・改修に係るアスベスト問題について」 

福岡県建設労働組合 

１、労働災害として現れたアスベスト被害  

① アスベスト紡織工場での石綿肺被害

・1870 年代に欧米で石綿を利用した産業成立

・1906 年、英・仏で石綿紡織工場の労働者が死亡する事例報告（石綿肺）

・1928 年 4 月、日本鉄道医協会の席上で、45 歳の石綿工のじん肺が発表

（『アスベスト禍はなぜ広がったのか』日本評論社） 

・泉南石綿問題も、大阪泉南地区における石綿紡織工場における石綿肺被害

② 様々な職種に広がったアスベスト被害

・日本では、過去、約 1,000 万トンのアスベストが輸入され高度成長期に急増

・使用用途は 3,000 種 建設・造船・車両・ボイラーまわりなど

・産業分類の小分類で 134 の職種に渡る 「石綿ばく露歴把握のための手引き」

（石綿に関する健康管理等専門家会議/平成 18 年 11 月 2 日厚労省発） 

・疾病も拡大 中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水

２、地域住民にも広がるアスベスト被害 

① 石綿製品製造工場の周辺居住者に対する被害 =クボタショック=

・「クボタショック」毎日新聞夕刊スクープ（2005/6/29） 

・「クボタ」旧神崎工場（兵庫県尼崎市）周辺に過去居住していた住民に中皮腫死者 

・石綿水道管等の石綿建材を製造（1954 年～1995 年）

・被害者の請求に基づいて賠償金支給

・2023 年 6 月時点で、累計 408 人（内死亡者 385 人）が請求

（2023/6/30：朝日/「まさか自分が」続く発症「クボタショック」から 18 年）

② 建物の倒壊など大規模災害での大量飛散

・1995（平成 7）年 1 月 17 日 5 時 46 分に発生した阪神淡路大震災

・全壊約 10 万 6 千棟を含む約 68 万棟の建築物が破壊⇒石綿粉じん大量飛散

・建築物の解体が同時多発的に進みさらに大量の粉じん飛散

・「1995 年、堅牢なビルが無残な姿になり、あちこちで解体工事が進んだ。民間研究機関、 

環境監視研究所にいた中地重晴（現・熊本学園大教授）は、崩壊したビルで毒性の強い青 

石綿がむき出しになっているのを見た。神戸市東灘区の国道２号交差点近く、マンション 

の解体現場そばで石綿濃度を測定すると、大気１リットル中、160 本、250 本の石綿繊維 

を検出。すぐ横を人が通り、作業員はマスクすらしていなかった」 
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（2024 年 2 月 17 日：神戸新聞 NEXT/＜震災アスベスト 30 年目の脅威＞ 

(1)長い潜伏期間 ボランティアも健康被害か 大量に飛散、環境基準の 25倍）

・被災地の居住者や救援・復興の活動に携わった人々に石綿疾病発症の可能性

３、「建設アスベスト訴訟」 

① 石綿被害を被った建設技能者が国と企業を提訴

・建設現場でアスベスト（石綿）含有建材（以下：石綿建材）を加工して石綿粉じんにば

く露し、石綿 5 疾病に罹患した従事者が原告（労災認定や石綿救済法認定者）

・危険を知りながら警告なく石綿建材を製造流通させた「企業」

・被害防止のための適切な規制を怠ってきた「国」

・訴訟によらず被害者が救済される制度の創設」を目指す「政策形成訴訟」として提起

② 建設技能者の石綿ばく露作業

・建築大工～各種の石綿スレート板・天井吸音板・ケイ酸カルシウム板等の切断

・左官～モルタルを作る際に「石綿含有混和剤」（高濃度）を混ぜる作業

・塗装工～塗り替えの時にモルタル下地をサンダー等で削る作業

・シャッター工～シャッターの枠を鉄骨に溶接する前に吹付石綿を削り取る作業

・配管工～石綿含有パッキンの加工、トミジ管（石綿積層管）の切断

・保温工～石綿含有保温材の加工、切断作業

・電工～屋根裏、パイプシャフトなど吹付石綿がある場所での作業、配線のためボード穿孔

③ 国との訴訟は終結 建材企業については賠償判

決が続くも訴訟は継続中

・最高裁 国と企業賠償責任確定（2021/5/17）

・「基本合意書」締結 統一和解と救済制度創設で合意（2021/5/18） 

・「建設アスベスト被害者給付金法」全会一致で成立（2021/6/9） 

④ 被害者救済における現状の問題点

・国の救済では裁判所が認めた期間に限定され屋外工除外、死亡後 20 年超も除外

・建材企業は国の給付金制度に参加しておらず給付は慰謝料額の半分

・建材企業についても屋外工に対する賠償は免責、さらに解体工についても免責

4、建築物の修繕・改修・リフォーム・解体工事による住民被害の懸念 

・輸入された 1,000 万トンの石綿のうち約 8 割が建築物の材料として使用

・2006 年 9 月 1 日に全面使用禁止となるまで使用が継続

・それ以前に建てられた住宅・店舗等には構造に関わらず様々な石綿建材が残存

・2030 年をピークにこれらの建物の解体が予想

・従事者だけでなく住民に被害が広がることが強く懸念される
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5、リフォーム・解体工事の増加 

① 新設住宅着工戸数の減少

・1980、90 年代の新設は 120～170 万戸⇒2020 年の 1,039 千戸以後 100 万戸割り込み

・2024 年⇒79 万 2070 戸（1965 年水準） ※2023 年 81 万 9623 戸からマイナス 3.4％

② 住生活基本法（2006 年・平成 18 年 6 月 8 日公布施行）⇒「量から質へ」

・安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成

⇒成果指標～耐震化率・バリアフリー比率・省エネ化率・住宅性能表示実施率

・住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備

・基本法に基づく「住生活基本計画」～リフォーム市場を育成する政策

③ リフォーム市場の展開～広義のリフォーム市場は増加傾向に

・直近 3 年～2021 年 7 兆 6400 億円⇒2022 年 8 兆 700 億円⇒2023 年 8 兆 2500 億円

※広義のリフォーム市場～住宅リフォーム市場＋統計上は新設住宅に計上される増築・改築工事

＋エアコンなどのリフォーム関連の家庭用耐久消費財・インテリア商品等の購入費

④ 空き家対策⇒改修または解体への誘導政策

・総住宅数 6502 万戸⇒前回調査（2018 年・5 年毎）から 4.2%、263 万 9 千戸増加

・空き家 900 万戸（率 13.8%）⇒前回調査から 51 万戸増加（率 0.2%増）

（2023/10/1 現在：総務省令和５年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 速報値） 

・使用可能な建物は改修して流通⇒不能な建物は解体へ誘導⇒住宅用の土地として流通

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」（空家法）2023 年・令和 5 年改正 

行政認定⇒「特定空家」（倒壊の危険・衛生上有害・景観損なう）⇒固定資産税増 

New 放置すれば「特定空家になる」と行政が認定⇒「管理不全空家」⇒指導対象に 

⇒指導に従わない場合は勧告⇒固定資産税増（1/6 減額などが不適用に）

・相続で取得した「被相続人居住家屋」の譲渡特例

～新耐震基準（1981/6/1）以前建築の住宅のみに適用 

⇒詳細は「被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例」（国税庁ホームページ）参照

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和 5 年 12 月 13 日・国交省住宅局資料） 
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6、建築物の解体等でのアスベスト粉じん飛散防止 

＝被害防止の措置 大気汚染防止法・労働安全衛生法（石綿障害予防規則）＝ 

① 改修や解体工事の着手前に石綿含有建材があるかないかの調査（=事前調査）

② 石綿含有建材の種類に応じて、大気中に粉じんが飛散しない施工措置

③ 除去したアスベスト建材から粉じんが発生しないよう指定された処分

・費用負担が建物の所有者に課せられる

・「負担」が障害となって適正な措置が講じられずに粉じん飛散が発生する危険 

・程度の差はあれ石綿工場周辺住民が被ったものと同様な被害が各地に展開される懸念

① 事前調査にも数十万円の費用 「事前調査結果報告」は膨大な件数

＝「事前調査」の手順＝

① 設計図面による確認（スクリーニング）

② 目視による現地調査

③ 試料を採取して「分析機関」に分析調査依頼

・「建築物石綿含有建材調査者」などの資格者による 

・調査結果報告義務 労働基準監督署と自治体双方に

（報告義務は 2022 年 4 月施行）

② 粉じん飛散防止対策・廃棄物処分に多額の費用

・石綿含有建材は粉じん飛散

の危険性によって右記囲み

の 3 つに分類

ⅰ）吹付除去についての措置 

① 作業場所を完全に隔離し

「負圧式除じん装置」を据

え付けて粉じんを吸入 

② 「ヘパフィルター」（径 0.3 ㎛＝㎛は 1/1000mm＝の粒子に対して 99.97％以上の粒子捕

集率/JIS 規格）で石綿粉じんを吸着・ろ過して外部に排出

③ 作業者は原発労働者のような保護衣を着用して継ぎ目は気密テープで密閉

④ 全面形防じんマスク（顔全体を覆う形式のフィルター取り換え式マスク）

⑤ 保護衣は昼食や手洗いなどで脱ぐ度に廃棄交換

（作業開始から昼休みまでトイレ禁止になっているとの現場の声も） 

⑥ 作業場への出入り口には 3 つの部屋（更衣室⇒洗身室⇒前室⇒作業場所）を設置

⑦ 排出石綿は、保護衣、排気装置・エアシャワー・防じんマスクのフィルターとともに

「廃石綿」（特別管理産業廃棄物）として厳重な保管・運搬・処分が義務付け

⑧ 処分は溶融（1500 度）または、固化したうえ耐水材料で二重に梱包して管理型処分場に

（石綿含有廃棄物等処理マニュアル/第３版/令和 3 年 3 月/環境省） 

2023 年度 結果報告数 

① 労働局 23,446 件 

※局は未把握で 22 年度実績

② 福岡県 9,817 件 

③ 福岡市 10,357 件 

危険度に応じた石綿含有建材の分類 

①レベル１⇒吹付石綿・石綿含有吹付けロックウール

石綿含有ひる石（バーミキュライト）吹付 

石綿含有パーライト吹付 

②レベル 2⇒耐火被覆板・保温材（やや綿状の成形板） 

③レベル 3⇒ボード等の成形板
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ⅱ）レベル３の成形板の解体等についての規制 

① 湿潤化（水または粉じん飛散抑制剤の散布）して粉じんが飛散防止

②「電動工具を使わず切断や破砕せずに手ばらし」（＝釘やビスを外して手作業解体）

③ 廃材も他と混載・混在させずに産業廃棄物処分業者に引き渡す必要

④ 施工状況によっては切断せざるを得ない場合で「ケイ酸カルシウム板 1 種」の建材を

切断除去する場合は作業場所の隔離必要

③ 事前調査、除去費用をめぐって

・「物を壊す」ということには「値段がつきくい」 

・クロス貼り替え工事では「はがす」方に手間⇒はがす費用を請求する習慣なし

・適正な事前調査をおこない危険な石綿建材を見つけ出すほど費用がかさむ

・より良い粉じん飛散の防止策を取ればとるほど費用が高額になる

・施主（建物の所有者）は自らが進んで石綿建材使用の判断をしたわけではない

・調査費用や飛散防止対策で多額の費用負担を負わされることに相当の抵抗

・「費用がかかるという説明」をするうちに施主と施工主間の関係が悪くなる 

・施工側の事業者が半ば意図的な「見逃し」や「この程度なら」という判断が・・・

・この結果、適正な見積もり施工を行う事業者が受注のうえで不利益を被る場合も

④ いくつかの問題点

・ロックウール（RW）問題

ⅰ）1975（昭和 50）年吹付作業原則禁止（重量比 5%超の石綿を含んたものが禁止）

ⅱ）以後も RW のみでは脱落しやすいため 5%以下の石綿混入で施工継続

ⅲ）1980（昭和 55）年～ロックウール工業会が自主規制で石綿含有 RW 製品の製造は中

止になったが、工業会非加盟企業は製造を継続（～1989 年頃まで） 

ⅳ）石綿含有 RW 製造中止後も現場で石綿を混入した吹付作業が続いた（証言） 

（建築物石綿含有建材調査者講習テキスト・第 6 版・日本環境衛生センター・P80-81） 

・建築用仕上げ塗材・下地材にも石綿⇒最初はレベル 1 だったがレベル 3 の取り扱いへ

ⅰ）各種の塗材にも含有～リシン・じゅらく・吹付タイル・スタッコ

ⅱ）下地調整塗材～フィラー（セメント系・樹脂系） 「日本建築仕上材工業会 2015.8.21」

ⅲ）剥離剤を使用して手作業で剥離作業になるため相当の手間

・RC 外壁下地モルタルにもアスベスト～ノロがけ下地含む

ⅰ）外壁コンクリートにタイルや塗装の下地としてモルタル塗り付け

ⅱ）このモルタルに「モルタル混和剤」（きわめて高濃度）が混入

ⅲ）レベル 3 分類だが施工面積が広いうえ飛散しやすいため相当な手間
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７、 飛散防止に取り組む行政の対応 

ⅰ） 事前調査結果報告をデータ化して対応 

・福岡県「緊張感を持たせる」目的で 9,817 件の報告の内

3,700 件の電話確認⇒不審な場合は臨検

・行政の「人員不足」が顕著 労働局では非常勤職員を 11

人増員、市・県で増員配置

ⅱ）アナライザの活用 

・「アスベストアナライザー」「microPHAZIR-AS」 

・調査対象の建材に先端をあてると瞬時に石綿の有無（1%以上）の判定可能

・2014年熊本地震で初期対応のため熊本労働局が国内初導入（破壊建築物の石綿含有判定） 

・福岡県 2 台活用 発売当初は 720 万円だったが高騰 2023 年に 2 台目を 937 万円で購入

・当初は「災害対応」での活用だったが「立ち入り調査」でも活用する運用に展開

ⅲ）「アスベスト検出簡易キット」（下記）を保健福祉環境事務所に備え付け 

・福岡県下 6 カ所の保健福祉環境事務所に「アスベスト検出簡易キット」

⇒20 個入り・13,200 円・建材の試料を入れると石綿検出の場合ピンクに変色

ⅳ） 労働基準監督署の人員不足はさらに深刻 

・福岡県ほか自治体職員と労働基準監督署職員で定期（年 2 回）パトロール

・監督署では人員不足が深刻 「パトロールに行くとすると課長が出ないといけない」

・監督業務などの経験の継承ができないなど「人員増を求める切実な声」

ⅴ） 自治体議会や行政から国への要望が相次ぐ情勢 

・年間数万単位となる解体工事現場の管理には人員と財源が必要

・都道府県知事会始め行政からの要望や、各地の議会で「国への意見書採択」も相次ぐ

・令和 4 年の福岡県議会でもこうした趣旨の意見書が採択

・吹付石綿除去などに国の補助制度があるものの機能しているとは言い難い状況

・飛散防止に向けた「総合的な制度確立」が必要

アスベスト検出キット「（株）共立理化学研究所」HPレベル

1、2、３を対象に含有率２％以上の石綿の含有を簡易判定する検出

キット。本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターによ

り開発された特許技術(特許 第 6781441号,第 6864892号)を用いて

おり広島県とのライセンス契約に基づく製品。 
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2025 年 8 月 8 日建設アスベスト大阪 2・3 陣訴訟和解期日法廷 記録 

１ 和解条項全文朗読：伊丹恭裁判官（右陪席） 控訴人・被控訴人：異議なし 

２ 德岡由美子裁判長のご発言 

 石綿関連疾患により極めて過酷な被害にあった被災者とご遺族のみなさまに対し、裁判所

からも、心より哀悼とお見舞いを申し上げます。 

 裁判所は、今年の 2 月 18 日に、控訴審の審理及び控訴審の判決を前提とした和解案を提

示しました。それ以来、本日まで約半年間、和解の成立に向けて、様々な困難に直面しまし

た。 

ご本人、代理人のみなさまがたにおかれましては、それぞれ立場の相違や激しい意見の対

立がありながら、大局的に本件訴訟の全当事者の間での和解の成立を見据えて、検討を重ね、

可能な範囲で譲歩していただき、裁判所の和解案を受諾していただきました。 

本日、無事和解が成立しましたのも、みなさまの並々ならぬ努力の結果であると受け止め

ております。 

最後に、本日の全体和解の成立まで、実に長い年月を要してしまいました。今後、同種の

アスベスト訴訟においても、それぞれ個別の具体的な主張立証を尽くしてもらうことはもち

ろんのこと、本日の全体和解の成立に向けたプロセスを糧にして、一日も早く全体解決が果

たされることを期待しています。

３ 原告代表の発言 

私は 2017年に亡くなった夫のために裁判に加わりました。 

この８年の間、何度も裁判所に足を運び、暑い日も寒い日もビラをまき、被告の会社の前

でマイクを持って解決を訴えてきました。 

今日、和解という形でこの裁判を終えることができ、やっと夫にいい報告ができると思う

と感無量です。解決のためにご尽力いただいた皆さんに心から感謝いたします。そして同じ

ような被害にあわれた被害者の皆さんが一日も早く解決の日を迎えることができるよう願

っています。 

４ 大阪弁護団 団長 村松昭夫弁護士の発言 

大阪建設アスベスト２陣・３陣訴訟の和解成立にあたって、原告ら代理人からも、一言ご 

挨拶申し上げます。 

 私は、昨年１２月１７日の結審時の意見陳述において、早期解決に向けて原告らも粘り強

く対応していく決意である、このことを表明させていただきました。今回の和解は、原告ら

にとっても決断が求められた局面があったことは事実です。 

しかし、今なお闘病生活を余儀なくされている被害者がおられるなかで、私たちは、何よ

りも被害者の早期救済、生きているうちの救済、このことを最優先して様々な対応、判断を

させていただきました。 

そして、被告の皆さんが和解を決断されたのも、こうした被害者らの置かれている現状や 

思いを正面から受け止めてのものだったと理解しており、その決断には敬意を表するもので

す。 

同時に、粘り強く和解協議を進めていただいた裁判所にも、心からお礼申し上げます。 

 最後に、和解後も、４陣、５陣訴訟など関連訴訟が係属中です。私たちは、引き続き、被

害者の早期救済、この一点で必要な対応を行っていく決意でありますが、被告の皆さんも、

引き続きこの一点で早期解決に向けてご尽力いただくことを心より要望しまして、本件和解

にあたっての原告弁護団のご挨拶とさせていただきます。
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3rd Generation

Vestibule and valve Nasal turbinate

Olfactory Nasopharynx-larynx

Mouth cavity Trachea

1st Generation 2nd Generation

4th Generation

5th Generation 6th Generation

7th Generation

Upper airway

Lower airway
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3rd Generation

Vestibule and valve Nasal turbinate

Olfactory Nasopharynx-larynx

Mouth cavity Trachea

1st Generation 2nd Generation

4th Generation

5th Generation 6th Generation

7th Generation

Upper airway

Lower airway
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(Kuga et al., 2024, Building and Environment)

Ninhaled

Cambient

( )
*100inhaled inhaled inhaled

ambient ambient

C N Q t
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= + +
= 24Re

Re =

= + +
=
=
=

(Li et al., 2022, Journal of Aerosol Science)

= + +
, ,

= 24 1 + Re + +, , ,
=

0.67

= 24 1 + 0.15 .
+ 0.421 + 42500 .

c dA/dp

= = 4 =

3333



  1 30 g/m3

  2 00 g/m3

d  3.66 m

d  1 m

Asbestos fiber

Carbon fiber

L  15 300 m

L  15 300 m

dae  .3 12.  m

dae  3.5 4.  m

(Khoa et al., 2022, Japan Architectural Review)

(Khoa et al., 2022, Japan Architectural Review)
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(Khoa et al., 2022, Japan Architectural Review)

(Kuga et al., 2023, Computer Methods and Programs in Biomedicine)(Zhao et al., 2021, Physics of Fluid)

Bagheri and Bonadonna, 2016

= 24 1 + 0.125 + 0.461 + 5330/
(Li et al., 2022, Journal of Aerosol Science)
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convection diffusion

• Improved HCD model:

• Unsteady breath: • Specific study sites: • 3D-shell modelling:

• Mucus flow + HCD:

(Li et al., 2023, Computer Methods and Programs in Biomedicine)
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c

day-1 day-1

1.3 41.73

p’

copies/mL/day copies/day/cell

4.00 10- 21.37

• Parameters:

• Individual & Population Fit (Convection-Diffusion case-2LU3):

(Li et al., 2023, Computer Methods and Programs in Biomedicine)

G

S4.0 10-

p 21.37
1.3

c 41.73

(Li et al., 2023, Computer Methods and Programs in Biomedicine)
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⽯綿による健康影響について

産業医科⼤学 産業⽣態科学研究所
呼吸病態学 森本泰夫
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準

4444



検査データの読み方、生かし方より

体内の粉じん
１）沈着
２）排泄

沈着
排泄
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肺の中にすんでいる肺胞マクロファージ

肺のお掃除細胞
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肺のお掃除細胞
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肺のお掃除細胞
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肺のお掃除細胞
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肺の中にすんでいる肺胞マクロファージ

肺のお掃除細胞
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繊維を貪食する肺胞マクロファージ

食べても運べない
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動物実験による肺内の鉱物繊維数の変化

⽯綿（クロシドライト）

グラスファイバー

グラスファイバー

200

100

50

25

100 200 300 400 500 600 700 800

12

6

3

相
対
的
線
維
本
数

(L
>5

µm
)

気管内注⼊後の放置期間

数が減少する

数が減少しない

⽯綿肺疾患の発症において、肺内に⽯綿が⻑期的に
蓄積することが⼤きな要因である
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準

石綿繊維は、細長いという繊維の形状から除去されず、
肺内にとどまりやすい
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準

5757



⽯綿による肺障害

•⽯綿肺（線維化）
•肺がん
•悪性中⽪腫
•良性胸⽔
•びまん性胸膜肥厚
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消失した上⽪細胞→別の細胞による修復

マクロファージ マクロファージ

サイトカイン等

石綿による上皮細胞傷害

線維化 がん化
ROS 

(活性酸素等)

⽯綿

上⽪細胞

⽯綿

サイトカイン等

ROS 
(活性酸素等)

上⽪細胞の残存→ 細胞の性質変化
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マクロファージ

残存 → 性質が変わる上⽪細胞

がん化

⽯綿

サイトカイン等

ROS 
(活性酸素等)

石綿による上皮細胞傷害

マクロファージ

サイトカイン等

線維化
ROS 

(活性酸素等)

⽯綿

上⽪細胞

消失した上⽪細胞→別の細胞による修復

6060



石綿肺正常の肺

⽯綿による肺障害（⽯綿肺）

白い線や不規則な陰影

• ⽯綿の沈着により肺内
にコラーゲンが増え肺
が固くなる状態

• 呼吸がしにくい
• 息切れ、空咳
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炎症：好中球やマクロファージの浸潤

肺胞マクロファージ

好中球

長期的に炎症は持続する

上皮細胞
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線維化：コラーゲンの過剰沈着
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石綿肺正常の肺

⽯綿による肺障害

白い線や不規則な陰影
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線維化：コラーゲンの過剰沈着

O2

CO2
酸素と二酸化炭素
の交換できない

体内は酸素不足
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肺がん正常の肺

⽯綿による肺障害（肺がん）

肺がん

•気道または気管⽀内
腔表⾯の上⽪細胞の
性格が変わり、悪性
化する
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刺激→細胞死して全滅した上⽪細胞

マクロファージ マクロファージ

サイトカイン等

線維化 がん化
ROS 

(活性酸素等)

⽯綿

上⽪細胞

⽯綿

サイトカイン等

ROS 
(活性酸素等)Ｘ

石綿による上皮細胞傷害

上⽪細胞の残存→ 細胞の性質変化
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正常組織 過形成

上⽪細胞
可逆性

正常組織に戻る

正常細胞が悪性化へのプロセス

刺激

刺激なし

6868



正常組織 過形成 良性腫瘍

上⽪細胞
可逆性

正常組織に戻る 不可逆性
正常組織に戻らない

正常細胞が悪性化へのプロセス

刺激 刺激なし

性格の変化︓⾃動的に増殖刺激によって増殖

6969



正常細胞が悪性化へのプロセス

正常組織 過形成 良性腫瘍

上⽪細胞

転移⾎管

浸潤

可逆性
正常組織に戻る 不可逆性

正常組織に戻らない

悪性腫瘍
刺激 刺激なし

性格の変化︓⾃動的に増殖

7070



良性腫瘍：上皮細胞の増殖

腫瘍上皮細胞は、刺激は無い
（自動的）が増殖はする

良性腫瘍
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正常細胞が悪性化へのプロセス

正常組織 過形成 良性腫瘍

上⽪細胞

転移⾎管

浸潤

悪性腫瘍
刺激 刺激なし

刺激によって増殖を引き起
こす遺伝⼦発現がおこる

遺伝⼦変異→⾃動的に
増殖がおこる 遺伝⼦変異→⾃動的に

増殖と浸潤がおこる
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準

石綿繊維は、肺の上皮細胞を障害し、肺の線維化を来したり、
上皮細胞自体の性格変化により、腫瘍化につながる
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準

7474



⽯綿による労働災害

•⽯綿肺（線維化）
•肺がん
•悪性中⽪腫
•良性胸⽔
•びまん性胸膜肥厚

7575



石綿のばく露 タバコのばく露

肺がん

石綿取り扱い作業者

石綿：高ばく露

石綿：低ばく露

タバコ：低ばく露

タバコ：高ばく露

主な原因: 石綿

主な原因: タバコ

石綿肺がんの診断
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肺がんと石綿肺は高ばく露量でおきる

高ばく露量 ： 累積ばく露量 25 本/ml×年
例 1 本/mlの環境ばく露であれば25年間

2 本/mlであれば、12.5年間１．乾燥肺重量1gあたりの石綿繊維：

200万本(5m超)、または500万本(1m超)
２．乾燥肺重量1gあたりの石綿小体：

5000本から15000本
３．気管支肺胞洗浄液(BALF)1mL中の石綿小体：

5本から15本
４．画像所見（2倍以上が高ばく露量に相当）

胸部XP 1/0以上 2倍以上

胸膜プラーク1.4倍（ばく露量として不十分）

胸膜プラーク＋線維化 2.3倍
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石綿による肺がんの認定基準

原発性肺がんであって、最初の⽯綿ばく露作業から10年以上経過し、
(1)から(5)のいずれかに該当すること

（１）第1型以上である⽯綿肺の所⾒が認められること。
（２）胸部エックス線または胸部CT検査等により胸膜プラークあり

⽯綿ばく露作業の従事期間が10年以上の場合：胸写またはCTであり
⽯綿ばく露作業の従事期間が1年から10年未満の場合：

（３）肺の⽯綿⼩体・繊維が⼀定量以上あること
（４）特定の⽯綿ばく露作業（紡績、吹付、セメント）の従事期間が5年以上
（５）びまん性胸膜肥厚に併発

胸写であきらか、CT確認
CTで広範囲に認める
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石綿による健康影響について

１） 石綿ばく露における生体反応

２） 石綿による肺障害とはどのようなものか

３） 石綿疾患の労災基準
石綿疾患である石綿肺や石綿肺がんは、石綿繊維の高蓄積
量を反映した疾患である
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建築物の解体・改修に係る
石綿問題について

２０２５年９月８日

福岡県建設労働組合

＝第14回 司法支援建築会議建築紛争フォーラム=

8080



福岡県建設労働組合について

・1955（昭和30）年1月25日創設

新建築大工組合（福岡市西新町18人で結成）

・福岡県下に16,000人（個人加盟の労働組合）

・一人親方や事業主含む建設技能者で構成

・技能者の賃金、単価の向上や健康を守る

・技術技能の継承、後継者育成を図る
8181



  1997年  8月 石綿労災組合初認定 中皮腫の計装工

 2003年  8月 「建設労働者の職業病」発刊

 2011年  1月 建設アスベスト被害者団体創設

 2011年10月 建設アスベスト九州1陣訴訟提訴

 2021年12月 九州1陣 最高裁で国と法廷和解

 2022年  2月 九州1陣 最高裁決定で企業賠償確定

 2024年  7月 第４回 被害防止のシンポジウム

※九州訴訟2陣（高裁）・3陣（地裁）審理中
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１、労働災害として現れたアスベスト被害

① アスベスト紡織工場での石綿肺被害

・1870年代に欧米で石綿を利用した産業成立

・1906年、英・仏で石綿紡織工場の労働者が死亡

   ・1928年4月、日本鉄道医協会の席上で、45歳の    

石綿工のじん肺が発表

・泉南石綿⇒大阪泉南地区における石綿紡織工場

8383



②様々な職種に広がったアスベスト被害

・日本⇒約1,000万トンの石綿輸入高度成長期に急増

・使用用途3,000種 建設・造船・車両・ボイラー

・産業分類の小分類で134の職種に渡る

・疾病も拡大

中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
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２、地域住民にも広がるアスベスト被害

  ① 石綿工場周辺住民の被害 =クボタショック=

・2005年6月29日 毎日新聞夕刊スクープ

・「クボタ」旧神崎工場（兵庫県尼崎市）周辺に過去居住

していた住民に中皮腫死者

・石綿水道管等の石綿建材を製造（1954年～1995年）

・クボタは住民被害者の請求に基づいて賠償金支給

・2023年6月時点⇒累計408人（内死亡者385人）が請求
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② 建物の倒壊など大規模災害での大量飛散

・1995（平成7）年1月17日 5時46分阪神淡路大震災

・全壊約10万6千棟を含む約68万棟が破壊

⇒石綿粉じんが広範囲に大量飛散

 ・解体が同時多発的に進みさらに大量の粉じん飛散

・解体現場そばの石綿濃度

⇒大気１L中160本、250本の石綿繊維を検出
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３、「建設アスベスト訴訟」

① 被害を被った建設技能者が国と企業を提訴

・建設現場で石綿含有建材を加工して粉じんにばく露し

石綿５疾病に罹患した従事者が原告

・危険を知りながら警告なく石綿建材を流通させた「企業」

・被害防止のための適切な規制を怠ってきた「国」

・訴訟によらず救済される制度創設を目指す「政策形成訴訟」
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② 建設技能者の石綿ばく露作業

・大 工～各種石綿スレート・吸音板・ケイカル板等の切断

・左 官～モルタルを作る際に「混和剤」（高濃度）を混入

・塗装工～塗り替えの時にモルタル下地をサンダー等で削る作業

・シャッター工～シャッター枠を鉄骨に溶接する前に吹付石綿を

                         削り取る作業

・配管工～石綿パッキンの加工、トミジ管（石綿積層管）の切断

・保温工～石綿含有保温材の加工、切断作業

・電 工～屋根裏、パイプシャフトなど吹付がある場所での作業
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石綿積層管・耐火二層管
トミジ管（パイプ）
内側は塩化ビニル
外側が石綿スレート
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ディスクグラインダー
（研磨・切断兼用⇒砥石装着）
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ダイヤモンドカッター ダイヤモンドカップ
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セーバーソー

電動カッター

9292



ホールソー（穴あけ用）

電動ドリルに装着

ハンマードリル
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③ 国との訴訟は終結

対企業は賠償判決が続くも訴訟は継続中

・最高裁 国と企業（共同不法行為）の賠償責任確定

（2021年5月17日）賠償確定企業は11社

 ・「基本合意書」締結 和解と救済制度創設で合意

（2021年5月18日）

・「建設アスベスト被害者給付金法」成立

（2021年6月9日）
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④被害者救済における現状の問題点

・国の救済では裁判所が認めた期間に限定

屋外工除外、死亡後20年超も除外

・建材企業は国の給付金制度に参加しておらず

給付は慰謝料額の半分

・建材企業についても屋外工に対する賠償は免責

解体工についても免責
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4、建築物の改修解体による住民被害

・1,000万トンの輸入石綿のうち約8割が建築材料として使用

・2006年9月1日に全面使用禁止となるまで使用が継続

・それ以前に建てられた建物には石綿建材が残存

・2030年をピークにこれらの建物の解体が予想

・従事者だけでなく住民被害に拡大することが懸念
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５、リフォーム・解体工事の増加
①新設住宅着工戸数の減少

・1980、90年代の新設戸数は120～170万戸で推移

・2024年⇒79万2070戸（1965年水準）

②住生活基本法 ⇒ リフォームへ誘導

・安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成

・住宅の取引の適正化、流通の円滑化の市場整備

・基本法に基づく「住生活基本計画」＝リフォーム推進
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③ リフォーム市場の展開
・直近3年～2021年7兆6400億円⇒2022年8兆700億円

 ⇒2023年 8兆2500億円（増加傾向）

④ 空き家対策⇒改修または解体への誘導政策
・総住宅数6502万戸⇒前回調査から4.2%、263万9千戸増加

・空き家900万戸（率13.8%）⇒前回調査から51万戸増加

・使用可能な建物は改修して流通⇒不能な建物は解体へ誘導

⇒住宅用の土地として流通させる
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」（空家法）

2023年・令和5年改正

行政認定⇒「特定空家」
（倒壊の危険・衛生上有害・景観損なう）⇒固定資産税６倍

New 放置すれば「特定空家になる」と行政が認定

⇒「管理不全空家」⇒指導対象に

⇒指導に従わない場合は勧告⇒固定資産税６倍に

・相続で取得した「被相続人居住家屋」の譲渡の特例

⇒売却促進⇒住宅市場に流通させる
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６、解体等での粉じん飛散防止

被害防止の措置⇒大気汚染防止法・労働安全衛生法

① 工事着手前に石綿含有建材の有無を調査（=事前調査）

  ② 含有建材の種類に応じて、粉じん飛散防止の施工措置

    ③ 除去建材から粉じんが発生しないよう指定された処分

・費用負担が建物の所有者（施主）に課せられる

・「負担」が障害となって適正な措置が講じられずに粉じん

 飛散が発生する危険
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事前調査に数十万円の費用

「事前調査」の手順

 ① 設計図書による確認（スクリーニング）

② 目視による現地調査

 ③ 試料採取⇒「分析機関」に分析調査依頼

④ 調査結果を報告（オンライン）
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・「建築物石綿含有建材調査者」などの資格者に依頼

・福岡県内の資格者は23年度2,029人増⇒累計4,983人

⇒2024年福岡労働局回答 全国23万人（2024年9月）

・資格者に依頼する費用＋分析調査1検体5万円程度

調査全体の費用は「数十万円」

 ・調査結果報告義務⇒労働基準監督署と自治体双方に
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「事前調査結果報告」は膨大な件数

2023年度 結果報告数

① 労働局 23,446件

     ※局は未把握で22年度実績

     ② 福岡県     9,817件

         ③ 福岡市  10,357件
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危険度に応じた石綿含有建材の分類

①レベル１⇒吹付石綿・石綿含有吹付けロックウール

  石綿含有ひる石（バーミキュライト）吹付

石綿含有パーライト吹付

②レベル2⇒耐火被覆板・保温材（綿状の成形板）

③レベル3⇒スレートボード等の成形板
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石綿吹付材の除去工事についての措置

①作業場所の完全隔離⇒負圧式除じん装置を設置

②ヘパフィルターで粉じんを吸着・ろ過して外部に

③保護衣着用⇒継ぎ目を気密テープで密閉

⇒保護衣は昼食や手洗いなどで脱ぐ度に廃棄交換

④全面形防じんマスク（顔全体を覆う形式）
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⑥ 出入り口に3部屋（セキュリティゾーン）設置

（更衣室⇒洗身室⇒前室⇒作業場所）

⑦ 「廃石綿」（特別管理産業廃棄物）としての取り扱い

 除去石綿＋保護衣＋排気装置・エアシャワー・防じん

    マスクのフィルター⇒厳重な保管・運搬・処分義務付け

⑧ 「廃石綿」の処分

ⅰ）溶融⇒1500℃で溶解させると繊維が丸くなる

ⅱ）モルタルや凝固剤で固化⇒耐水材料で二重に梱包

⇒管理型処分場に
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セキュリティー

  ゾーン

向かって左から

①更衣室

②洗身室

⇒エアシャワー

③前室（ぜんしつ）

脱いだ保護衣は

この部屋で廃棄

108108



30

レベル３の成形板の解体等についての規制

①湿潤化（水または粉じん飛散抑制剤の散布）

②「電動工具を使わず切断や破砕せずに手ばらし」

③ 廃材も他と混載・混在させずに産業廃棄物処分業者に

④ 施工状況によっては切断せざるを得ない場合

「ケイ酸カルシウム板1種」を切断除去⇒作業場所隔離
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③ 事前調査、除去費用をめぐって

                       ・「物を壊す」ということには「値段がつきくい」

・クロス貼り替え「はがす」方に手間

 ⇒はがす費用を請求する習慣なし

・石綿建材を見つけ出すほど費用がかさむ

   ・施主（建物の所有者）は自らが進んで

石綿建材使用の判断をしたわけではない
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・多額の費用負担には相当の抵抗

・「費用がかかるという説明」をするうち
施主と施工主間の関係が悪くなる

・施工側の事業者が半ば意図的な「見逃し」
「この程度なら」という判断が・・・

・適正な見積もり施工を行う事業者が受注
のうえで不利益を被る場合も
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④ いくつかの問題点

・ロックウール（RW）問題

ⅰ）1975（昭和50）年吹付作業原則禁止（重量比5%超）

  ⅱ）以後もRWのみでは脱落しやすいため5%以下混入で施工

ⅲ）1980（昭和55）年～ロックウール工業会が自主規制

石綿含有RW製品の製造は中止

⇒工業会非加盟企業は製造を継続（～1989年頃まで）

ⅳ）石綿含有RW製造中止後も現場で石綿を混入して作業
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建築用仕上げ塗材・下地材にも石綿

⇒最初はレベル1だったがレベル3の取り扱いへ

ⅰ）リシン・じゅらく・吹付タイル・スタッコ

ⅱ）下地調整塗材～フィラー（セメント系・樹脂系）

日本建築仕上材工業会2015.8.21

ⅲ）剥離剤を使用して手作業での剥離作業

相当の手間がかかる
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RC外壁下地モルタルにもアスベスト

ⅰ）外壁コンクリートにタイルや塗装の下地として

モルタル塗り付け

ⅱ）このモルタルに「モルタル混和剤」

（きわめて高濃度）が混入されている

ⅲ）レベル3分類だが施工面積が広いうえ

飛散しやすいため相当な手間
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７、飛散防止に対応取り組む行政の対応

・受け付けてデータ化するだけでも容易でない

 ・福岡県「緊張感を持たせる」

9,817件の報告の内 3,700件に電話問合わせ

・行政の「人員不足」顕著

労働局では非常勤職員を11人増員

 市や県でも増員配置（会計年度任用）
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アスベストアナライザー（含有1%以上）

・建材に先端をあてると瞬時に石綿の有無判定

⇒2014年熊本地震で災害対応のため熊本労働局が初導入

・福岡県では2台活用

発売当初は720万円だったが円安もあり高騰

県2023年に新たに2台目を937万円で購入

・災害初期対応⇒立ち入り調査での活用に展開
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「簡易キット」を保健福祉環境事務所に備え付け

・県下6カ所の保健福祉環境事務所

「アスベスト検出簡易キット」を活用して臨検

⇒20個入り・13,200円（含有2%以上検出）

試料をいれると石綿検出の場合ピンクに変色

 労働基準監督署の人員不足はさらに深刻

自治体議会や行政から国への要望が相次ぐ情勢
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最後に・・・・
・アスベスト問題は終わっていない
・防火目的という正当な理由で使用

⇒建設石綿問題は建設に係る全ての
人々によって解決されるべき課題

・ひとつの業界の問題ではない
・多くの方々に関心を持ってもらうことが
より一層 重要になる時代
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総合的な対策⇒基本法規の確立が必要

・石綿疾病治療法の研究開発促進

・被害者の等しい救済制度確立

・被害防止にあたる自治体への財政支援

・除去や処分費用負担軽減を図る支援

・石綿健康被害の周知 調査活動の強化

119119



44 建築雑誌 2025年11月号 Vol. 140, No. 1807

第 14回司法支援建築会議建築紛争フォ
ーラム
「アスベストを巡る建築関連紛争の現状
と課題　―九州建設アスベスト訴訟を中
心に―」報告

2025年9月8日（月曜日） 13:30–17:00に九
州大学筑紫キャンパス・筑紫ホールにて開催さ
れ、55名が参加した。司会は伊藤一秀（九州大
学教授）が担当した。

1. 開催挨拶  吉野博（運営委員会委員長／東北
大学名誉教授）

2006年に国内でのアスベスト使用が禁止さ
れたが、既存建築ストック中には膨大なアスベ
スト含有建材が残存する。この現況を鑑みれば
アスベスト問題は建築に深く関連するが、現在
進行形の課題であるとの認識は高くない。本フ
ォーラムでは九州での建築紛争の事例からアス
ベスト問題まで幅広く議論を行うことで、建築
訴訟の判定・調停に関わる諸問題や建築紛争を
未然に防止する方策につなげること、司法支援
建築会議九州支部の設立に向けた契機とするこ
と、等の期待が述べられた。

2. 趣旨説明  伊藤一秀（九州大学教授）
アスベスト健康被害は今後、世界規模で半世
紀以上にわたる非常に長期の健康影響が懸念さ
れる深刻な建築関連問題である。2024年に九
州建設アスベスト訴訟2陣の地裁判決が行われ
るなど、現在進行形の課題でもある。本フォー
ラムでは「九州の建築関連紛争」に関して意見
交換を行うと共に、特に「アスベストを巡る建
築関連紛争の現状と課題」に焦点を当て、多角
的で複層的な視点で討論、交流を目的とする旨
が説明された。本日の登壇者を紹介しながら主
題解説の内容と総合討論での論点に関しても言
及された。

3. 基調講演「九州における建築紛争の事例」  
島田英一郎（福岡地方裁判所裁判官）
福岡地方裁判所が扱う民事部の組織構成と建
築関連事件の取り扱いに関して概説された後、
特に九州地域における建築紛争の事例、その特
徴などが紹介された。九州地域は豪雨などの自
然災害が多いことから、災害関連の建築関連訴
訟に特徴があるとの指摘があった。続いて、福
岡地裁における九州建設アスベスト関連訴訟の
これまでの経緯が紹介された。現在進行形の裁
判でもあり、具体例に踏み込みすぎることに配
慮されながらも全体像を適切に把握できるよう、
丁寧に解説をいただいた。

4. 主題解説
4.1  「石綿による健康影響について」  森本泰夫
（産業医科大学産業生態科学研究所 呼吸病態学
教室 教授）

活動レポート アスベスト吸入曝露に伴う健康影響とそのメ
カニズムをかみ砕いて丁寧に説明いただいた。
アスベスト繊維はマクロファージによる除去が
容易ではなく、肺組織に沈着したアスベスト繊
維は変化することなく非常に長期間留まる傾向
があること、その結果として長期的な炎症を引
き起こし、肺の線維化や肺がん、悪性中皮腫、
石綿肺、びまん性胸膜肥厚などを引き起こすこ
と、等をその因果関係を含めて解説いただいた。

4.2  「粉じん・アスベストの計測と倫理的課題」  
飯田裕貴子（株式会社環境管理センター技術部
長）
空気中アスベストをサンプリング後、顕微鏡
観察により濃度評価するまでの計測方法を説明
頂きながら、計測の不確かさに関する問題点と
その改善方法に関して説明いただいた。アスベ
スト含有建材を含む建築物の解体時において、
アスベスト漏洩を確認するための現場測定では、
厳密に正しく計測を実施することは常に解体業
務請負業者の利益とはならない不都合な現況に
言及があり、現場において非常に高い倫理性が
求められる課題であることを概説いただいた。

4.3  「建築物の解体・改修に係るアスベスト問
題」 池田恵介（福岡県建設労働組合県本部 労働
対策担当書記）
工場での労働災害として顕在化した石綿問題
の歴史と背景を説明頂いた後、クボタショック
や建物倒壊などの大規模災害時での石綿大量飛
散の問題などを幅広く説明頂いた。九州建設ア
スベスト訴訟を原告側から支援する組織の観点
で、被害者救済における現状の問題点と国や企
業に求められる対応に関して言及された。これ
まで我が国には1,000万トンの石綿が輸入され
ており、その8割が建材として使用され建築ス
トックとなっていること、2030年をピークと
してこれら建築ストックの解体需要があること
から、建築関連分野で今後もアスベスト関連問
題が大きくなる可能性があり、総合的な対策の
必要性が指摘された。

4.4  「アスベスト経気道曝露と健康影響に関す
る数値解析技術の現状と将来課題」　久我一喜
（九州大学総合理工学研究院 助教／JST創発研
究者）

CT画像データを基に作成した数値気道モデ
ルを用いて、アスベスト繊維を対象とした経気
道曝露解析を実施した事例が報告され、完全球
形粒子と比較して、非球形アスベスト繊維は気
道深くまで輸送され、また右下肺葉への輸送量
が大きくなる傾向があることなどが紹介された。
更に、気道上皮細胞に沈着したアスベスト繊維
を入力条件として、中皮腫ならびに肺がんの発
症確立を定量的に予測する数理モデルの概要が
紹介された。

5. 総合討論　進行　伊藤一秀（前掲）
現下のアスベスト関連問題は、一部の被害者
や患者の関心事、または薄れつつある社会問題
となっている。一方、特に被害者救済や今後の
被害拡大の阻止に取り組む一部団体組織もある
が、建築学会としての組織的な取り組みには至
っていない。この現状に対し、パネリスト、会

場での参加者が一体となり問題点の認識と対策
の必要性に関して討論を行った。特に、歴史的
に価値ある建築物の保存と石綿含有建材除去対
策の両立、室内環境基準値設定の必要性、迅速
な濃度測定方法の確立などの重要性を共有した。
最後に、小野田泰明建築学会会長（東北大学

教授）から、優れた断熱性と経済性により夢の
建材と云われた石綿には深刻な負の側面があり、
建築に関連する全ての分野をカバーする本学会
としても真摯に取り組む責任があること等に言
及があり、フォーラムの成果をラップアップ頂
いた。

6.  まとめ・閉会　吉野博（前掲）
主題解説ならびに総合討論で議論された建築

を取り巻くアスベスト問題を取り纏めつつ、建
築関連アスベスト問題は学会として取り組むべ
き課題であることを再確認しながら、無事に閉
会した。

伊藤一秀
九州大学
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